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第98回都市景観審議会 議事２－資料 

 
 
 

「神戸市都市景観条例施行規則の全部改正（案）」に対する 
意見公募手続の結果 

 
 
 
○実施期間 : 令和３年12月２日（木）から令和４年１月６日（木）まで 
 
○意 見 数 : なし（０件） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考:都市景観形成基本計画の改定、景観計画の変更、都市景観条例の改正スケジュール 
 

令和３年度 ８月 都市景観形成基本計画改定 
 ８～９月 景観計画の見直し及び条例の全部改正 パブリックコメント 

（8/10～9/8） 
 11月 都市景観審議会（11/2）、都市計画審議会（11/18） 
 12月 条例改正市会上程 → 公布（12/23） 
  景観計画告示（12/23） 
 12～１月 条例施行規則全部改正 パブリックコメント（12/2～1/6） 
 ２月 都市景観審議会（2/9） 
令和4年度 ４月 景観計画、条例及び施行規則 施行（4/1） 
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参考:意見公募手続（パブリックコメント）資料 
 

神戸市都市景観条例施行規則の全部改正（案）の概要 
 

神戸市ではこれまで、景観法と神戸市都市景観条例（以下、「条例」といいます。）のそれぞれの規定に基
づき地域や地区を指定し、景観に関する届出制度を運用してきましたが、わかりやすい制度とするため、景
観法に基づく届出制度に一本化することとしました。 

これに併せて、景観上重要な建造物等の指定等に関する規定等についても必要な見直しを行い、神戸市景
観計画の変更と条例の全部改正を行います。 

この改正に伴い、条例の施行規則についても全部改正を行います。 
 
 

題名の改正 

景観法の施行に関し必要な事項も定めることから、題名を「神戸市都市景観条例等施行規則」とします。 
 
 
 

届出書等の様式の廃止（全体共通） 

これまで、条例の規定により必要となる届出や通知などについては、規則で規定した様式によることを基
本※としていました。しかし、電子申請などの手続きのスマート化を推進する観点からも、様式を定める必要
性は薄れていることから、様式は廃止し、届出書等に記載する事項のみを定めることとします。 

 
※H24年の改正時に新たに規定した「景観デザイン協議」に関する申出等については、様式を定めず、記載事項の

みを規定しています。 

 
 
 

第１章 総則 

（１）趣旨 
今回の改正では、景観法の施行に関し必要な条文を追加することから、第１条の規定も修正します。 

改正案 現行 
この規則は、別に定めるものを除くほか、景観法（平成
16年法律110号。以下「法」という。）及び神戸市都市
景観条例（令和 年 月条例第 号。以下「条例」とい
う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

この規則は、別に定めるものを除くほか、神戸
市都市景観条例（昭和53年10月条例第59号。
以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項
を定めるものとする。 

 
（２）定義 

①建築物以外の工作物 
景観法に基づく届出の対象となる工作物については、「届出を要しない行為」又は「届出を要する行為」

として条例に規定します。そのため、不要となった規則での定義は削除します。 
②用語の例 

規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によることを規定します。 
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第２章 行為の届出等 

第１節 景観法に基づく行為の届出等 

（１）手続きに必要な規定の追加 
届出に添付する図書や、変更の届出について規定します。景観法に基づく届出制度に一本化されても、基

本的に届出事項や添付図書に変更はありません。 

改正案（追加する条文） 概要 
第２章 行為の届出等 
 第１節 景観法に基づく行為の届出等 

  § 届出に添付する図書 ・景観法施行規則第１条第２項第４号に規定する条例で定める図書の
うち、条例で規則で定めることとした図書を規定 

・別表で、行為の区分に応じて定める 
項 行為 図書 
１ 建築物の新築、増築及び改築 各階の平面図 

外構図 
完成予想図 

２ 工作物の新設、増築及び改築 外構図 
完成予想図 

３ 木竹の伐採 区域図 
状況写真 
施行図 

 

  § 変更の届出 ・景観法第16条第２項の規定による届出（変更の届出）については、
届出事項やその方法などが景観法で定められていないため、条例で
規定 

・届出書により行うことを規定 
・届出書に記載する事項を規定 

(1) 届出者の氏名及び住所 
(2) 行為の場所 
(3) 届出番号及び届出の年月日 
(4) 変更しようとする設計又は施行方法 
(5) 変更しようとする部分に係る行為の着手予定日及び完了予

定日 
・添付図書を規定 

(1) 景観法施行規則第１条第２項各号に掲げる図書 
(2) 行為の区分に応じ定める図書 
  → 「§ 届出に添付する図書」の別表と同じ 
(3) 前２号に掲げるもののほか、市⾧が必要と認める図書 

※表中の「§」は改正後の条を示します。ご意見等を踏まえ、今後変更する可能性があるため、具体の数字では表示していません。 
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（２）条例に基づく行為の届出等に関する規定の廃止 

景観法に基づく景観計画区域における届出制度に一本化することに伴い、不要となった規定は廃止します。 

廃止する条文（現行） 廃止後の扱い 

第２章 都市景観形成地域等  

 第３条 条例第12条第１項第３号に規定
する規則で定める行為 

・景観計画区域の重点地域・地区における「届出を
要しない行為」又は「届出を要する行為」として、
条例で規定 ［土地の区画形質の変更及び樹木の伐採で、届出

対象とする行為］ 

第４条 行為の届出等 ・行為の届出については、景観法及び同施行規則で
規定されているため、条例での規定は不要 

・行為の完了等の通知については、景観法では規定
されていないため、不要とする 

第４条の２ 条例第12条第１項第１号及び第
26条に規定する色彩の変更 

・景観計画区域の重点地域・地区における「届出を
要しない行為」として、条例で規定 

［色彩の変更で、届出対象とする行為］ 
第４条の３ 条例第12条第１項第２号に規定

する規則で定める広告物の表示等 
・屋外広告物に関する景観形成基準等の対象とな

る規模として景観計画で規定 

［屋外広告物の表示等で届出対象とする行為］ 
第５条 条例第12条第２項に規定する規

則で定める行為 
・景観法第16条第７項に定められていないもので

必要なものについては、「届出を要しない行為」
として条例で規定 ［軽易な行為等、届出を要しない行為］ 

第５章 景観形成指定建築物等  

 第13条の２ 景観形成指定建築物等 ・建築物・工作物:景観計画区域全域における「届
出を要しない行為」として条例で規定 

・屋外広告物:景観計画区域全域における景観形成
基準等の対象となる規模として景観計画で規定 

［届出が必要となる大規模な行為］ 

第13条の３ 行為の届出等 ・行為の届出については、景観法及び同施行規則で
規定されているため、条例での規定は不要 

・行為の完了等の通知については、景観法では規定
されていないため、不要とする 
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第２節 景観デザイン協議 

（１）体系の整理 
 景観デザイン協議に関する条文については、これまで、第７章の２として規定していましたが、行為の届
出の前段階に要請していることから、「行為の届出等」と同じ第２章の第２節として規定します。 

また、条例と同様、計画段階と設計段階とで分けて規定している条文等を整理し、わかりやすくします。 
なお、規定の趣旨、内容は現行を踏襲しますが、一部変更する内容（下表「変更点」①～⑦と記載）につい

ては、（２）で説明します。 

改正案 現行 変更点 

第２章 行為の届出等 第７章の２ 景観デザイン協議等  

 第２節 景観デザイン協議 
  § 設計段階の定義  第16条の11 設計段階における景観デザイン協

議を行う時期 
① 

  § 景観デザイン協議の申出  第16条の８ 
第16条の12 

計画段階（設計段階）景観デザイン
協議申出書の提出 

②③ 

  § 景観デザイン協議申出書に
添付する図書 

 第16条の９ 
第16条の13 

計画段階（設計段階）景観デザイン
協議申出書に添付する図書 

 

  § 景観デザイン協議の申出が
あった旨の公告等 

 第16条の14 設計段階における景観デザイン協
議の申出があつた旨の公告 

③④ 

  § 市民等に対して説明を行わ
なければらない景観影響建
築行為 

 第16条の15 住民説明会を開催しなければなら
ない景観影響建築行為 

 

  § 景観影響建築行為について
の説明の時期 

 第16条の16 住民説明会の開催 ⑤⑥⑦ 
 第16条の18 景観形成市民団体への説明  

  § 市民等に対する説明の方法 
  § 説明結果の報告  第16条の17 住民説明会結果提出書の作成及び

提出 
②③ 

 第16条の19 景観形成市民団体への説明結果提
出書の作成及び提出 

  § 景観デザイン評価に関する
回答 

 第16条の10 
第16条の20 

計画段階（設計段階）景観デザイン
評価に関する回答書等 

②③ 

  § 成立した協議の内容の変更
に係る協議の申出 

 第16条の21 成立した協議の内容の変更に係る
協議の申出 

②③ 

  § 景観デザイン協議に係る行
為の着手制限の対象となら
ない行為 

 第16条の22 景観デザイン協議に係る行為の着
手制限の対象とならない行為 

 

※表中の「§」は改正後の条を示します。ご意見等を踏まえ、今後変更する可能性があるため、具体の数字では表示していません。 
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（２）規定の変更 

下記のとおり、規定の一部を変更します。 

 項目 改正案 概要 

① 設計段階の定義 景観影響建築行為（根切り工事、山
留め工事、ウェル工事、ケーソン工
事その他基礎工事に関する行為を
除く）に着手しようとする日の90日
前（又は180日前） 

・下線部を追加 
・着手制限の対象としない行為（現行第16

条の22）と同様、根切り工事等を除く 

② 申出等の年月日 記載事項のうち、「申出年月日」「提
出年月日」「回答年月日」を削除 

・法の規定や他の条文等と合わせて削除 

電話番号 記載事項のうち、「景観影響建築行
為予定者の電話番号」を削除 

・設計者又は代理者の連絡先を記載する
ため不要 

③ 電話番号 記載事項のうち、「設計者又は代理
者の電話番号」を「設計者又は代理
者の連絡先」に変更 

・電子メール等も含め、「連絡先」とする 

④ 縦覧する書面等 当該申出に係る書面及び図書の写
しを縦覧（内容は変更なし） 

・条例（現行:第31条の９第４項）での規
定を規則での規定に変更 

⑤ 説明の時期 デザイン協議の評価を市⾧が行う
前に行う（内容は変更なし） 

・条例（現行:第31条の10第１項）での規
定を規則での規定に変更 

⑥ 市民等に対する
説明の方法 

説明会の開催により行うものとす
る。ただし、市⾧がやむを得ないと
認めるときは、その他の方法による
ことができる。 

・下線部を追加 
・条例（現行:第31条の10）での規定を規

則での規定に変更 
・やむを得ない場合は、説明会以外の方法

で説明を行うことを可能とする 
⑦ 説明会の開催の

周知方法 
市⾧が適当と認める方法 ・現行（第16条の16第３項第２号）では

「図書の配布又は回覧」と規定している
が、それ以外の合理的な方法による周知
を可能とする 
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第３章 景観重要建造物等 

第１節 景観重要建造物及び景観重要樹木 

景観法に基づく「景観重要建造物」及び「景観重要樹木」の指定制度を運用するにあたり、必要な手続
き等の条文を条例に追加することに伴い、規則にも必要な条文を追加します。 

改正案（追加する条文） 概要 

第３章 景観重要建造物等 
 第１節 景観重要建造物及び景観重要樹木 

  § 景観重要建造物及び
景観重要樹木の指定
の同意 

・同意は同意書により得ることを規定 
・同意書に記載する事項を規定 

(1) 当該建造物又は樹木の所有者の氏名、住所及び電話番号 
(2) 当該建造物の名称又は当該樹木の樹種 
(3) 当該建造物又は樹木の所在地 

  § 標識の設置 ・公衆の見やすい場所に設置する旨を規定（景観法第21条第２項及び
景観法第30条第２項による規定） 

  § 現状変更の許可 ・現状変更の許可申請があった際は、申請者へ許可又は不許可の通知
を行うことを規定 

・通知する事項を規定 
(1) 指定番号及び指定の年月日 
(2) 行為の種類及び場所 
(3) 法第22条第３項（法第31条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により許可に必要な条件を付する場合は、その条
件 

  § 現状変更行為の完了
等の届出 

・届出は届出書により行うことを規定 
・届出書に記載する事項を規定 

(1) 届出者の氏名及び住所 
(2) 指定番号及び指定の年月日 
(3) 行為の種類及び場所 
(4) 行為を完了し、又は中止した年月日 
(5) 行為を中止したときはその理由 

  § 指定の解除の通知 ・通知は通知書により行うことを規定 
・通知書に記載する事項を規定 

(1) 景観法施行規則第８条第１項（又は第13条）第１号から第４
号までに掲げる事項 

(2) 指定を解除した年月日 
(3) 指定を解除した理由 

  § 所有者の変更の届出 ・届出は届出書により行うことを規定 
・届出書に記載する事項を規定 

(1) 新たに所有者となった者の氏名及び住所 
(2) 指定番号及び指定の年月日 
(3) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種 
(4) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地 
(5) 所有者を変更する前の所有者の氏名及び住所 
(6) 所有者を変更した年月日及びその原因 

・変更の内容が確認できる図書を添付しなければならないことを規定 
※表中の「§」は改正後の条を示します。ご意見等を踏まえ、今後変更する可能性があるため、具体の数字では表示していません。 
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第２節 神戸市指定景観資源 

（１）名称の変更、様式の廃止等 
これまでの「景観形成重要建築物等」の名称を変更し、「神戸市指定景観資源」とすることに伴う変更の

ほかは、基本的に現行の「景観重要建築物等」の指定制度の規定を踏襲します。 

改正案 現行 変更点等 

第３章 景観重要建造物等 第５章 景観形成重要建築物等 ・名称の変更 
 第２節 神戸市指定景観資

源 

  § 指定等の同意  第13条の５ 指定等の同意 ・同意書の様式を廃止し、同意書
に記載する事項を規定 

・記載する事項に「種類」を追加 
  § 指定の通知  第13条の６ 指定の通知 ・通知書の様式を廃止し、通知書

に記載する事項を規定 
・記載する事項に「種類」「外観

の特徴」「所有者の氏名及び住
所」「指定の理由となった外観
等の特徴」「一体となって良好
な景観を形成している土地そ
の他の物件の範囲」を追加 

  § 現状変更の届出  第13条の８ 現状変更等の届
出 

・届出書の様式を廃止し、届出書
に記載する事項を規定 

・記載する事項から「届出者の電
話番号」を削除し、「指定年月
日」「種類」「所在地」「設計又
は施行の方法」を追加 

・添付する図書に「所有者の意見
書」を追加 

  § 条例第32条第４項
第１号に規定する
規則で定める行為 

 第13条の９ 条例第28条の４
第４項第１号に
規定する規則で
定める行為 

 

［現状変更の届出が不要な行為］ 
  § 現状変更行為の完

了等の届出 
 第13条の８ 

（再掲） 
現状変更等の届
出 

・届出書の様式を廃止し、届出書
に記載する事項を規定 

・記載する事項から「届出者の電
話番号」を削除し、「指定年月
日」「種類」「所在地」を追加 

  § 所有者の変更の届
出 

   ・届出書の様式を廃止し、届出書
に記載する事項を規定 

・記載する事項に「指定年月日」
「種類」「所在地」「変更前の所
有者の氏名及び住所」を追加 
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改正案 現行 変更点等 

  § 指定の解除  第13条の７ 指定の解除 ・通知を行うことは、条例で規定 
・通知書の様式を廃止し、通知書

に記載する事項を規定 
・記載する事項に「指定年月日」

「種類」「所有者の氏名及び住
所」「解除の理由」を追加 

※表中の「§」は改正後の条を示します。ご意見等を踏まえ、今後変更する可能性があるため、具体の数字では表示していません。 

 
（２）規定の廃止 

条例で定めることとした条文など、一部を廃止します。 

廃止する条文（現行） 廃止後の扱い 

第５章 景観形成重要建築物等  

 第13条の４ 条例第28条の３第１項に規定する規則で定
めるもの 

・条例で規定 
→ 限定列挙せず、「その他市⾧

が認めるもの」とする ［建築物等以外で指定の対象とするもの］ 

第13条の６の２ 条例第28条の３第４項に規定する規則で定
める理由 

・条例で規定 

［指定の解除の理由］ 
 
 
第３節 保存活用計画の策定等 

（１）規定の整理、様式の廃止等 
建築基準法第３条第１項第３号の指定を受ける必要がある場合に保存活用計画を策定することができる

対象に、景観法に基づく「景観重要建造物」も加えるよう条例を改正することに伴い、条例と同様、節を
分けて規定します。内容は、基本的に現行の規定を踏襲します。 

改正案 現行 変更点等 

第３章 景観重要建造物等 第５章 景観形成重要建築物等  
 第３節 保存活用計画の策

定等 

  § 条例第37条第１項
の規定による申出 

 第13条の10 条例第28条の６
第１項の規定に
よる申出 

・申出書の様式を廃止し、申出書
に記載する事項を規定 

・記載する事項から「申出者の電
話番号」「概要」「保存及び活用
の計画」を削除し、「所有者の
氏名及び住所」を追加 

・添付図書に「保存活用計画の
案」を追加し、他の図書はわか
りやすく整理 

［保存活用計画策定の申出］ 
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改正案 現行 変更点等 

  § 条例第37条第３項
第４号に規定する
規則に定める事項 

 第13条の11 条例第28条の６
第３項第４号に
規定する規則に
定める事項 

・「景観形成重要建築物等」→「対
象建築物」に変更 

［保存活用計画に定める現状変
更の規制及び保存のための措
置に関する事項］ 

  § 現状変更等の許可
の申請 

 第13条の13 現状変更等の許
可 

・申請書の様式を廃止し、申請書
に記載する事項を規定 

・記載する事項から「申請者の電
話番号」「設計者・施工者の連
絡先等」を削除し、「設計又は
施行の方法」を追加 

・添付する図書に「所有者の意見
書」を追加し、他の図書はわか
りやすく整理 

  § 現状変更等の許可
の決定 

 第13条の14 許可の決定 ・通知書の様式を廃止し、通知書
に記載する事項を規定 

・通知書に記載する事項から「行
為の内容」を削除 

  § 条例第39条第２項
第１号に規定する
規則で定める行為 

 第13条の15 条例第28条の８
第２項において
準用する条例第
28条の４第４項
第１号に規定す
る規則で定める
行為 

 

［現状変更の許可が不要な行為］ 
  § 現状変更等の完了

等の届出 
 第13条の13 

（再掲） 
現状変更等の許
可 

・届出書の様式を廃止し、届出書
に記載する事項を規定 

・記載する事項から「許可年月
日」「許可番号」を削除し、「行
為を中止した理由」を追加 

※表中の「§」は改正後の条を示します。ご意見等を踏まえ、今後変更する可能性があるため、具体の数字では表示していません。 

 
（２）規定の廃止 

不要となった条文を廃止します。 

廃止する条文（現行） 廃止の理由 

第５章 景観形成重要建築物等  
 第13条の12 申出に対する

回答の通知 
・特に定形とするような通知書への記載事項もないことから、規定自

体を廃止 
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第４章 景観形成市民団体及び景観形成市民協定 

（１）規定の整理、様式の廃止等 
これまで、景観形成市民団体と景観形成市民協定に関しては、章を分けて規定していましたが、条例の

構成に合わせ、同じ章で節を分けて規定します。内容は、基本的に現行の規定を踏襲します。 

改正案 現行 変更点等 

第４章 景観形成市民団体及
び景観形成市民協定 

第６章 景観形成市民団体  

 第１節 景観形成市民団体 

  § 認定の申請  第14条 認定の申請 ・申請書の様式を廃止し、申請書に
記載する事項を規定 

・記載する事項から「活動区域内の
世帯数」を削除し、「活動の概要」
を追加 

・添付図書に「団体の構成の範囲を
示す書面」「役員等の名簿」を追加 

  § 認定の決定  第15条 認定の決定 ・第１項の規定は削除 
・通知書の様式を廃止し、通知書に

記載する事項を規定 
・記載する事項から「活動区域」を

削除 

  § 認定の取消し  第16条 認定の取消し ・通知書の様式を廃止し、通知書に
記載する事項を規定 

 第２節 景観形成市民協定   

  § 認定の申請  第16条の２ 認定の申請 ・申請書の様式を廃止し、申請書に
記載する事項を規定 

・記載する事項から「協定の対象と
なる区域内の世帯数」を削除 

  § 条例第44条第２項
に規定する規則で
定める要件 

 第16条の３ 条例第31条の
３第２項に規
定する規則で
定める要件 

 

［市民協定の認定要件］ 
  § 認定の決定  第16条の４ 認定の決定 ・第１項の規定は削除 

・通知書の様式を廃止し、通知書に
記載する事項を規定 

・記載する事項に「協定の対象とな
る区域」を追加 

  § 変更の届出  第16条の５ 変更の届出 ・届出書の様式を廃止し、届出書に
記載する事項を規定 

・記載する事項に「認定の年月日」
を追加 

・添付図書から「協定を変更した理
由書」を削除（記載する事項の「変
更内容」に代える） 
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改正案 現行 変更点等 

  § 廃止の届出  第16条の６ 廃止の届出 ・届出書の様式を廃止し、届出書に
記載する事項を規定 

・記載する事項に「認定の年月日」
「協定を廃止した理由」を追加 

・添付図書から「協定を廃止した理
由書」を削除 

  § 認定の取消し  第16条の７ 認定の取消し ・通知書の様式を廃止し、通知書に
記載する事項を規定 

・記載する事項から「認定番号」を
削除し、「協定の対象となる区域」
を追加 

※表中の「§」は改正後の条を示します。ご意見等を踏まえ、今後変更する可能性があるため、具体の数字では表示していません。 

 
（２）規定の追加 

条例の規定の追加に伴い、規則にも規定を追加します。 

改正案（追加する条文） 概要 
第４章 景観形成市民団体及び景観形成市民協定 

 第１節 景観形成市民団体 
  § 変更の届出 ・申請事項に変更があったときに届出を行わなければならないとする

規定を条例に追加することに伴い規定を追加 
・届出は届出書によることを規定 
・届出書に記載する事項を規定 

(1) 届出者の氏名及び住所 
(2) 認定番号及び認定の年月日 
(3) 景観形成市民団体の名称及び所在地 
(4) 変更の内容 

・添付図書を規定（次のうち、変更に係るもの） 
(1) 当該市民団体の規約、構成員の範囲を示す書面、役員等の名

簿及び活動区域を示す図面 
(2) 当該市民団体の活動が、当該活動区域内の市民等の大多数の

支持を得ていることを証する書面 
(3) 前各号に掲げるもののほか、市⾧が必要と認める図書 

  § 認定の取消しの申請 ・景観形成市民団体自らが認定の取消しを求める規定を条例に追加す
ることに伴い規定を追加 

・申請は申請書によることを規定 
・申請書に記載する事項を規定 

(1) 景観形成市民団体の名称並びに代表者の氏名、住所及び電話
番号 

(2) 認定番号及び認定の年月日 
(3) 景観形成市民団体の名称及び所在地 
(4) 認定の取消しを申請する理由 

・添付図書を規定 
(1) 景観形成市民団体の規約 
(2) 認定の取消しが当該活動区域内の市民等の大多数の支持を

得ていることを証する書面 
(3) 前２号に掲げるもののほか、市⾧が必要と認める図書 

※表中の「§」は改正後の条を示します。ご意見等を踏まえ、今後変更する可能性があるため、具体の数字では表示していません。 
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現行の「第３章 伝統的建造物群保存地区」を文化財条例＊施行規則へ移行 
［＊文化財条例…神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例］ 

文化財保護法第143条第１項の規定に基づく伝統的建造物群保存地区に関する規定を文化財条例に移行す
ることに伴い、規則の規定も移行します。 

移行する条文（現行） 移行以外の変更点等 

第３章 伝統的建造物群保存地区 ・現行の文化財条例施行規則第５章と第６章の間に新たな
章として追加 

 第６条 許可の申請等 ・添付図書の規定を別表から箇条書きにするなどの整理 
 第７条 許可の決定  

 第８条 完了等の通知 ・文化財条例施行規則の他の規定と合わせて、「行為の完
了・中止通知書」を「行為の終了届出書」に変更 

 第９条 条例第21条第２項に規定す
る規則で定める行為 

・移行後の条文の番号に変更 

 第10条 国の機関等の協議の手続  
 第11条 条例第24条に規定する規則

で定める行為 
・移行後の条文の番号に変更 

 第12条 通知の手続  
 第13条 条例第12条第１項の規定に

よる届出の特例 
・改正後の都市景観条例で「届出を要しない行為」として

定めるので削除 
 
 
 

現行の「第８章 助成」の廃止 

現行の条例施行規則では、条例に基づく助成に関し、交付申請、交付決定等の手続きについて規定されて
いますが、規則からは削除し、別途、要綱として規定することとします。 

ただし、伝統的建造物群保存地区に係る助成については、文化財条例施行規則に移行し、現行の文化財条
例施行規則第８条の規定を準用します。 


